
３　国保税率の改定案

区分 医療保険分後期支援分 介護分 計 区分 医療保険分後期支援分 介護分 計 区分 医療保険分後期支援分 介護分 計

区分 医療保険分後期支援分 介護分 計 区分 医療保険分後期支援分 介護分 計 区分 医療保険分後期支援分 介護分 計

収入見込額
（単位：千円） 209,369 101,412 29,650 340,431

収入見込額
（単位：千円） 207,907 100,747 29,520 338,174

収入見込額
（単位：千円） 206,453 99,979 29,393 335,825

剰余金 剰余金 剰余金

5.50%

3.45% 2.60% 12.95%

資産割率 3.00% 1.50% 1.00%

～　改定の留意事項　～

資産割を令和９年度までに段階的引下げ・解消を図るため国保税改定が必要。

令和８年度に医療保険の保険料とあわせて拠出する「子ども・子育て支援金制度」が創設されることにより、毎年度医療保険者は支援金を納付する義務を負う。
医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る「子ども・子育て支援金」を徴収することとなる。
「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収方法については今後設定していくことになる。

加入者数の減少など加味して収入見込を計算加入者数の減少など加味して収入見込を計算加入者数の減少など加味して収入見込を計算

現行

9,700円 7,000円 36,800円

所得割率 6.90%

6,487千円

均等割額 20,000円 9,800円 7,500円 37,300円

平等割額 20,100円

37,300円

改定案①　資産割率　1/２引下げ

所得割率 6.90% 3.45% 2.60% 12.95%

資産割率 1.50% 0.80% 0.50% 2.80%

均等割額 20,000円 9,800円 7,500円

4,230千円

平等割額 20,100円 9,700円 7,000円 36,800円

7,500円 37,300円

改定案②　資産割率　廃止

所得割率 6.90% 3.45% 2.60%

36,800円

1,881千円

12.95%

資産割率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9,800円均等割額 20,000円

平等割額 20,100円 9,700円 7,000円

現行5.5％を

2.8％に引下げ

現行5.5％

を廃止

国保税予算

333,944千円

より金額が多

い。決算可。

国保税予算
333,944千円
より金額が多
い。決算可。

国保税予算
333,944千円
より金額が多
い。決算可。


